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東広島市建設コンサルタント業務に係るコンペティション実施要領 

 

令和 ５年 ４月 １日制定 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、建設コンサルタント業務（設計と一体的に建設工事を請け負わせる場合を含

む。）に関し、設計競技方式（以下「コンペティション」という。）により候補者を選定する場合の

手続について、東広島市プロポーザル方式及び設計競技方式事業者選定委員会規則（令和５年東広島

市規則第１２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 建設コンサルタント業務 公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４

号）第１９条第３号に規定する建設コンサルタントの行う業務をいう。 

 (2) 指名型コンペ方式 コンペティションに係る提案書の提出者として適切と認める事業者等（以下

「提出要請者」という。）を複数選定し、提案書の提出を求め、かつ原則としてヒアリングを実施

し、提案内容の審査及び評価を行うことにより、最も適した候補者を特定する手続をいう。 

 (3) 公募型コンペ方式 公募により、コンペティションに係る提案書の提出を希望する事業者等から

参加表明書の提出を求め、提出された参加表明書により参加資格の審査を行い、提出要請者を選定

した後に、提案書の提出を求め、かつ原則としてヒアリングを実施し、提案内容の審査及び評価を

行うことにより、最も適した候補者を特定する手続をいう。 

 (4) 簡易公募型コンペ方式 公募により、コンペティションに係る提案書の提出を希望する事業者等

から参加表明書及び提案書の提出を求め、提出された参加表明書により参加資格の確認を行い、か

つ原則としてヒアリングを実施し、提案内容の審査及び評価を行うことにより、最も適した候補者

を特定する手続をいう。 

 (5) 委員会 附属機関の設置に関する条例（昭和５０年東広島市条例第３４号）第２条の規定に基づ

き設置される東広島市プロポーザル方式及び設計競技方式事業者選定委員会をいう。 

 

（対象業務） 

第３条 コンペティションの実施対象とする業務は、設計者に高度な発想能力、技術力及び経験が必要

とされる建設コンサルタント業務のうち、市長が必要と認めるものとする。 

 

（参加資格等） 

第４条 コンペティションに係る提案書を提出することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者

とする。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

 (2) 次のいずれかの日において東広島市の指名除外処分を受けていないこと。 

  ア 指名型コンペ方式の場合にあっては、コンペティションの提出要請書の通知日から随意契約を

締結する日まで 
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  イ 公募型コンペ方式及び簡易公募型コンペ方式の場合にあっては、参加表明書の提出期限の日か

ら随意契約を締結する日まで 

 (3) 東広島市建設工事等請負業者選定に関する規程（昭和５１年訓令第１４号）第５条第１項第１号

の規定による登録業者であって、測量・建設コンサルタント等業務に係る入札参加資格として対象

業種の認定を受けている者であること。 

 (4) 前各号に掲げるもののほか市長が定めるもの 

２ 建設コンサルタント業務の内容、性質等により、前項第３号に規定する者では当該建設コンサルタ

ント業務を履行することができない場合その他やむを得ない理由がある場合は、同号に規定する者に

加えて、当該者と同等の要件を満たしていると認められる者をコンペティションに参加させることが

できる。 

 

（委員会） 

第５条 コンペティションによる候補者の選定を厳正かつ公平に行うため、建設コンサルタント業務ご

とに委員会を置く。 

 

（東広島市建設業者等選定審査会の審議） 

第６条 コンペティションを実施するに当たっては、その実施内容について、あらかじめ、東広島市建

設工事等請負業者選定に関する規程第５条第１項に定める東広島市建設業者等選定審査会（次項にお

いて「審査会」という。）の審議を経なければならない。 

２ 指名型コンペ方式の場合にあっては、提出要請者についても審査会の審議を経なければならない。 

 

（指名型コンペ方式の手続の開始） 

第７条 指名型コンペ方式の場合にあっては、提出要請者に対して、コンペティションの提出要請書を

通知することにより手続を開始する。 

 

（公募型コンペ方式及び簡易公募型コンペ方式の公募の開始） 

第８条 公募型コンペ方式及び簡易公募型コンペ方式の場合にあっては、コンペティションの説明書そ

の他の関係書類を総務部契約課の掲示板に掲示するほか、東広島市ホームページに掲載することによ

り公募を開始する。 

 

（参加資格の審査） 

第９条 公募型コンペ方式の場合において、委員会は、事業者等から提出された参加表明書の審査を行

い、提出要請者を選定する。 

２ 前項の審査による選定結果は、参加表明書の提出者全員に通知するものとし、この場合において、

提出要請者に対しては提案書の提出を求めるものとする。 

 

（提案書の審査等） 

第１０条 委員会は、コンペティションに係る提案書の審査を行い、候補者を選定する。 

２ ヒアリングを実施するに当たっては、その日時、場所、留意事項等について、提案書の提出者に通

知する。 
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３ 前２項について、簡易公募型コンペ方式の場合にあっては、事業者等から提出された参加表明書に

ついてその参加資格を確認した上で手続を行うこととする。 

４ コンペティションに係る提案書の審査結果については、当該提案書の提出者全員に通知するととも

に、公表を行うこととする。 

 

（契約の方法等） 

第１１条 選定された候補者との契約の方法は、随意契約とする。 

２ 候補者から徴取した見積書が予定価格の範囲内であった場合、当該候補者を契約の相手方とする。 

３ 前項に規定する見積書の徴取は、その回数を制限しないものとする。 

 

（コンペティションに係る失格要件） 

第１２条 コンペティションにおいて次のいずれかに該当する場合は、失格となることがある。 

 (1) コンペティションに係る提案書が、当該コンペティションの説明書その他の関係書類に定めた提

出方法、提出先及び提出期間に適合しない場合 

 (2) コンペティションに係る提案書が、当該コンペティションの説明書その他の関係書類に定めた様

式及び記載上の留意事項に適合しない場合 

 (3) コンペティションに係る提案書に、虚偽の内容が記載されている場合 

 (4) 委員会の委員に、直接又は間接を問わず当該コンペティションに関して接触をした場合 

 (5) 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、当該コンペティションに関して定められた事項に違反する場合 

 

（その他） 

第１３条 提出されたコンペティションに係る提案書は、返却しない。 

２ 市は、コンペティションに係る提案書の作成及び提出に要する費用に対し、必要に応じて費用負担

を行うことができるものとする。 

 

（委任） 

第１４条 この要領に定めるもののほか、コンペティションの実施に関し必要な事項は、コンペティシ

ョンの説明書その他の関係書類において定める。 

 

   附 則 

１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 東広島市設計コンサルタント業務等コンペティション実施基本要領（平成１９年９月４日制定）は、

廃止する。 

 

 


